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政
令
第

号

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政

令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年

法
律
第
三
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
附
則
第
十
二
条
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条

第
十
二
条
）

｜

第
二
章

経
過
措
置
（
第
十
三
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
九
条
の
二
第
百
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
二

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年

法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日

本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
改
正
法
の
施
行
の
日
の
前
日

ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）

第
九
条
の
四
第
六
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
十
八

削
除

（
自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
九
項
中
「
規
定
す
る
会
社
及
び
」
を
「
規
定
す
る
会
社
、
」
に
改
め
、
「
新
会
社
」
の
下
に
「
及
び
旅
客
鉄
道
株

式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
六
号
）
附

則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
会
社
」
を
加
え
る
。

別
表
第
十
第
四
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



- 3 -

四
十
二

削
除

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
第
八
十
四
号
中
「
旅
客
会
社
法
改
正
法
」
を
「
平
成
十
三
年
旅
客
会
社
法
改
正
法
」
に
改
め
、
同
項

第
八
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
十
六

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七

年
法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
「
平
成
二
十
七
年
旅
客
会
社
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
平
成
二
十
七
年

旅
客
会
社
法
改
正
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）

第
四
十
三
条
第
二
項
第
八
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
十
六

平
成
二
十
七
年
旅
客
会
社
法
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に

関
す
る
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
平
成
二
十
七
年
旅
客
会
社
法
改
正
法
の
施
行
の
日
の
前

日
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
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（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
中
第
五
十
三
号
を
削
り
、
第
五
十
四
号
を
第
五
十
三
号
と
し
、
第
五
十
五
号
か
ら
第
百
八
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

第
四
十
三
条
第
七
項
中
第
七
十
七
号
を
削
り
、
第
七
十
八
号
を
第
七
十
七
号
と
し
、
第
七
十
九
号
か
ら
第
百
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
旅
客
会
社
及
び
」
を
「
旅
客
会
社
、
」
に
改
め
、
「
新
会
社
」
の
下
に
「
及
び
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
六
号
）
附
則
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
会
社
」
を
加
え
る
。

（
行
政
相
談
委
員
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
法
人
を
定
め
る
政
令
及
び
文
化
財
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
、
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
」
を
削
る
。
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一

行
政
相
談
委
員
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二
百
二
十
二
号
）
第
五
号

二

文
化
財
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
第
一
条

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部

改
正
）

第
七
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
三
十
一
号
を
削
り
、
第
三
十
二
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
三
十
三
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
五

削
除

第
三
十
条
第
五
号
及
び
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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五
及
び
六

削
除

（
行
政
執
行
法
人
の
役
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

行
政
執
行
法
人
の
役
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
五
号
及
び
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
及
び
六

削
除

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
百
二
十
六
条
第
四
号
中
「
、
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
」
を
「
及
び
四
国
旅
客
鉄
道
株

式
会
社
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
業
務
及
び
」
を
「
業
務
並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法

律
第
三
十
六
号
）
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
運
輸
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

運
輸
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
」
の
下
に
「
及
び
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式

会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
六
号
）
」
を
加
え
る
。

第
二
章

経
過
措
置

（
新
会
社
に
対
す
る
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
等
の
規
定
の
適
用
）

第
十
三
条

次
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
会
社
を
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
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八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十

八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
七
号
ハ
に
掲
げ
る
法
人
と
み
な
す
。

一

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
四

号
）
第
百
条
第
三
項

二

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
九
年
政
令
第
八
十
五

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
厚
生
年
金
保
険
法
改
正
法
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
六
項

三

厚
生
年
金
保
険
法
改
正
法
経
過
措
置
政
令
第
二
十
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
被
用
者
年
金
制
度
の

一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
及
び
国
家
公
務
員
の
退
職
給
付
の
給
付

水
準
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
務
員

共
済
組
合
法
に
よ
る
長
期
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
国
共
済
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
第
一
項

四

厚
生
年
金
保
険
法
改
正
法
経
過
措
置
政
令
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
七
年
国
共

済
経
過
措
置
政
令
第
五
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
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五

厚
生
年
金
保
険
法
改
正
法
経
過
措
置
政
令
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
七
年
国
共

済
経
過
措
置
政
令
第
四
十
九
条

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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理

由

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
国
家
公
務

員
退
職
手
当
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
に
対
す
る
国
民
年

金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
等
の
適
用
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


